
Ｂ１ わかりやすい！ 1級建築施工管理学科試験  正誤表 

 

多くの誤りがありましたこと、深くお詫び申し上げます。ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございませんでした。 

●平成 29年 2月に学科試験の試験時間が変更になりました。従いましてｐ１５の試験日時を以下のように 

に訂正いたします。 

午前の部 10時 15分～12時 45分（150分） 

午後の部 14時 15分～16時 15分（120分） 

 

ｐ３５ 3行目 １．・・・熱伝導抵の⇒１．・・・熱伝導抵抗の 

ｐ４３ 見出し 

ＮＣ値と遮音等級（Ｌｒ値、Ｄｒ値） ⇒ ＮＣ値と遮音等級（Ｄｒ値、Ｌｒ値） 

・Ｌｒ値：⇒Ｄｒ値： 

・Ｄｒ値：⇒Ｌｒ値： 

 

ｐ６６ 4行目 

孔径の３倍以上とします。⇒両孔径の平均値の３倍以上とします。 

 

右上の図を下の図に入れ替えます。 

 

 

 

 

 

 

ｐ７７ 右上の枠内 

軟質⇒硬質 

 

ｐ８１ ５行目 

・・・上階になるほど小さくなる。⇒・・・上階になるほど大きくなる。 

 

ｐ８５上の表中右下 

πＤ３                πＤ３ 

６４      ⇒    ３２    

 

ｐ１２１  

アスファルト製品の種類アスファルト製品の種類⇒アスファルト製品の種類と特徴 

 

ｐ１２１ 下から２行目 

地下との接着性をよくするために用いる。⇒穴あき部分のみアスファルトルーフィングを地下に接着させる。 

 

ｐ１７０ 

下から３行目 



請負代金額が１/３・・・⇒請負代金額が２/３・・・ 

 

ｐ１８４表中 

作業床の足場に「・床材と建地のすき間は１２ｃｍ未満」を挿入 

 

ｐ２１５４行目 

・・・重ね継手長さの０.５倍または１.５倍ずらします。 

⇒・・・重ね継手長さの約０.５倍ずらすか、または１.５倍以上ずらします。 

 

ｐ２１９上の表 見出し 

・・・・・第２４２号）⇒・・・・・第２４２条） 

ｐ２３８ 上の表の下 

・・・本設のターバックル・・・⇒・・・本設のターンバックル・・・ 

 

ｐ２６６ 表中下から２行目 

・外装パネル（ＰＣ板ねど）⇒・外装パネル（ＰＣ板など） 

 

ｐ２８６ 得点力アップのポイント 下から６行目 

〇繊維強化セメント坂の・・・⇒〇繊維強化セメント板の・・・ 

 

ｐ２９６図中 

・防炎シャッター：⇒・防煙シャッター： 

 

ｐ２９８ 【問題３３】 

１．スイングドアセット            ねじれ強さ 

⇒１．スイングドアセット          ねじり強さ 

解説 

・・・ねじれ強さ・・⇒・・・ねじり強さ・・ 

 

ｐ３２２ 【問題５４】解説表中 

下地の軽量鉄骨下地と・木造下地共の間の線は不要です。 

 

ｐ３３２ 【問題６２】 

３．・・・パネルがロッキンできるように・・・⇒３・・・パネルがロッキングできるように・・・ 

 

ｐ３３４ 得点力アップのポイント 

1行目 〇屋根パネルおよび床パネルは・・・・⇒屋根ＡＬＣパネルおよび床ＡＬＣパネルは・・・・ 

3行目 〇屋根パネル・・・⇒屋根ＡＬＣパネル・・・ 

7行目 〇屋根パネル及び床パネルには・・・・⇒ＡＬＣパネルの施工において屋根パネル及び床パネルには・・・・ 

12行目 〇横壁アンカー構法のパネルの・・・⇒〇横壁アンカー構法のＡＬＣパネルの・・・ 

 

ｐ３３９ 解答欄  



【問題６８】 ４⇒【問題６８】 ３ 

 

ｐ３６１ 5行目  

・工程計画及び工程調整を行うでの・・・⇒・工程計画及び工程調整を行う上での・・・ 

ｐ３７９ 下の表中  

「誤差」の概要部分 ・観測地⇒観測値 

 

ｐ３９０ 得点力アップのポイント下から８行目 

±２.５％⇒±１.５％ 

 

ｐ３９１ ４行目 

・・・・顧客満足度・・・⇒規定要求事項 

 

ｐ３９５ 

・・・・顧客満足度・・・⇒規定要求事項 

 

ｐ４４０ 

表中 第３条 概要の踏面 

26以下⇒26以上 

 

ｐ４４５【問題 7】 

４．3階以上の階をホテルの・・・⇒４．3階以上の階をテレビスタジオの・・・ 

 

ｐ４４５ 最下行 

・・・耐火建築物又は準耐火建築物・・・⇒・・・耐火建築物等・・・ 

 

ｐ４４７ 

得点力アップのポイントの 14行目 

〇3階以上の・・・⇒削除 

 

１６、17行目 

〇劇場～としなければならない。⇒削除 

 

１８．１９行目 

〇公会堂の～としなければならない。⇒削除 

 

ｐ４６６ 

図中 100人以上の下 

統括安全衛生管理者⇒総括安全衛生管理者 

 

●建設業法施行令の改正（平成 28 年 6 月１日施行）により、以下の金額が引き上げられ ました。  

P448～457の代金はすべて以下のように変更いたします。 



  

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負金額の下限  

 ① 建築一式工事の場合      4,500 万円 ⇒ 6,000 万円   

 ② 建築一式工事以外の場合   3,000 万円 ⇒ 4,000 万円  

（施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金額の下限も同様の変更です）  

  

主任技術者又は監理技術者の専任の配置が必要となる建設工事の請負金額の下限   

① 建築一式工事の場合       5,000 万円 ⇒ 7,000 万円   

 ② 建築一式工事以外の場合   2,500 万円 ⇒ 3,500 万円 


